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４　取得可能な教育職員免許状の種類と所要資格取得の方法

　⑴　取得可能な専修免許状の種類
　　�　本研究科において，教育職員免許法及び同法施行規則に定める所要の単位を修得したときは，次に示す教

育職員免許状授与の所要資格を得ることができます。

　　　なお，取得しようとする免許状の１種免許状を有することが必要です。

　　�　ただし，教員経験年数及び他教科の免許状所持による単位修得で１種免許状を取得した場合は，専修免許

状を取得出来ない場合があります。

　　�　学校臨床心理専攻では，特別支援学校教諭の専修免許状を取得することはできません。

専　　攻　　等 教育職員免許状の種類 免 許 教 科

学
校
臨
床
心
理
専
攻

学校臨床心理専修

幼 稚 園 教 諭 専 修 免 許 状

小 学 校 教 諭 専 修 免 許 状

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状
国語，社会，数学，理科，音楽，美術，
保健体育，保健，技術，家庭，職業，外
国語（英語）

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状
国語，地理歴史，公民，数学，理科，音
楽，美術，工芸，書道，保健体育，保健，
家庭，情報，農業，工業，外国語（英語）

養 護 教 諭 専 修 免 許 状

教育職員免許状の種類 基　礎　資　格 科　目　区　分 最低修得単位数

幼稚園教諭専修免許状 修士の学位及び幼稚園教諭
１種免許状を有すること 大学が独自に設定する科目 24

小学校教諭専修免許状 修士の学位及び小学校教諭
１種免許状を有すること 大学が独自に設定する科目 24

中学校教諭専修免許状 修士の学位及び中学校教諭
１種免許状を有すること 大学が独自に設定する科目 24

高等学校教諭専修免許状 修士の学位及び高等学校教諭
１種免許状を有すること 大学が独自に設定する科目 24

養護教諭専修免許状 修士の学位及び養護教諭１種
免許状を有すること 大学が独自に設定する科目 24

※大学院の課程に１年以上在学し，30単位以上修得した場合は，在学中でも専修免許状の申請ができます。

　⑵　専修免許状の所要資格取得の方法
　　　専修免許状の取得に必要な基礎資格及び最低修得単位数は，次のとおりです。

　　�　取得しようとする専修免許状の種類（免許教科）に対応する本研究科の開設科目は，授業科目一覧のとお

りです。授業科目と対応する免許状の種類に注意の上，専修免許状に必要な単位を取得してください。
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　⑶　教育職員免許状（専修免許状）の取得に対応している授業科目について
　　�　学校臨床心理専攻で取得できる専修免許状の学校種と教科名等については，本冊子の９ページに掲載して

いる「取得可能な専修免許状の種類」の表をご参照ください。なお，学校臨床心理専攻には特別支援学校教

諭専修免許状に対応した授業科目は開設されていません。

　　教育職員免許状（専修免許状）対応授業科目一覧

区分 分野 授 業 科 目 名 単位数
専修免許状対応学校種

幼 小 中 高 養教 特支

専
　
　
　
　
　
　
　
　
　
門
　
　
　
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

必�

修�

科�

目

学校臨床心理特論 2 ○ ○ ○ ○ ○ ―
臨床心理学特論Ⅰ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ―
臨床生徒指導特論 2 ― ○ ○ ○ ○ ―
臨床心理査定演習Ⅰ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ―

選
　
　
　
　
　
択
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
目

臨床生徒指導特別演習 2 ― ○ ○ ○ ○ ―
学校教育学特論 2 ○ ○ ○ ○ ○ ―
学校教育学特別演習 2 ○ ○ ○ ○ ○ ―
臨床教育学質的研究法特論 2 ○ ○ ○ ○ ○ ―
学校経営特論 2 ○ ○ ○ ○ ○ ―
教育心理学特論 2 ○ ○ ○ ○ ○ ―
教育心理学特別演習 2 ○ ○ ○ ○ ○ ―
発達心理学特論 2 ○ ○ ○ ○ ○ ―
臨床発達心理学特論 2 ○ ○ ○ ○ ○ ―
保育臨床研究特別演習 2 ○ ― ― ― ― ―
発達臨床心理学特別演習 2 ○ ○ ○ ○ ○ ―
特別支援教育コーディネート特論 2 ― ― ― ― ― ―
特別支援教育コーディネーター実践演習 2 ― ― ― ― ― ―
学校カウンセリング特別演習 2 ○ ○ ○ ○ ○ ―
心理学研究法特論 2 ○ ○ ○ ○ ○ ―
臨床心理事例研究法特別演習Ⅰ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ―
臨床心理事例研究法特別演習Ⅱ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ―
学校心理学特別演習 2 ○ ○ ○ ○ ○ ―
臨床心理学特論Ⅱ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ―
臨床心理学特論Ⅲ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ―
臨床心理学特論Ⅳ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ―
非行臨床心理学特別演習 2 ○ ○ ○ ○ ○ ―
臨床心理面接特論Ⅰ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ―
臨床心理面接特論Ⅱ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ―
臨床心理査定演習Ⅱ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ―
精神病理学特論 2 ○ ○ ○ ○ ○ ―
臨床心理基礎実習�� 2 ○ ○ ○ ○ ○ ―
臨床心理実習Ⅰ�� 1 ○ ○ ○ ○ ○ ―
臨床心理実習Ⅱ���� 1 ○ ○ ○ ○ ○ ―
臨床心理実習Ⅲ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ―
臨床心理実習Ⅳ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ―
臨床心理実習Ⅴ� 1 ○ ○ ○ ○ ○ ―
臨床心理実習Ⅵ��� 1 ○ ○ ○ ○ ○ ―
臨床心理実習Ⅶ� 1 ○ ○ ○ ○ ○ ―
臨床心理実習Ⅷ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ―
臨床心理実習Ⅸ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ―

課題研究 課題研究 4 ― ― ― ― ― ―
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